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２ 一般会計歳入歳出予算の概要 
 
  平成23年度当初予算（一般会計）のポイント 

 
平成２３年度当初予算は、今春に統一地方選挙が行われることから、「骨格的予算」

として編成しました。ただし、喫緊の課題である緊急雇用・経済対策や県民生活に直ち
に影響を与える施策等については、新規事業も含め当初予算に計上しています。 
 
 
 

県内の厳しい雇用経済情勢を踏まえて、平成22年度2月補正予算と一体的にと
らえ、第十三次緊急雇用・経済対策として平成22年度から平成23年度へと切れ目
なく効果的な雇用・経済対策を推進する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（１）非公共事業 

平成２３年度当初予算は、継続事業を中心に計上し、政策的な新規事業につい
ては、原則として当初予算での計上を控え、６月補正予算等で対応する。 

ただし、緊急雇用・経済対策をはじめ、医療、防犯・防災など県民生活の安全・
安心を守るための施策や社会保障関係等の福祉施策など県民生活に直ちに影響
を与える施策等については、新規事業も含め当初予算に計上し、間断なく的確に
対応する。 

 
（２）公共事業 

継続事業を中心に当面の執行が円滑に行われるよう、平成２２年度当初予算額
の７０％程度を機械的に当初予算に計上する。 

 
   
  

 
 １ 県内の厳しい雇用経済情勢を踏まえた緊急雇用・経済対策の推進 
 

 
 ２ 今春に統一地方選挙が行われることから「骨格的予算」として編成 
 

第十三次緊急雇用・経済対策の考え方（具体的な取組内容） 
 
１．「雇用対策」 

雇用機会の創出や、職業訓練などの就労支援を実施し、雇用の安定につなげる。 
特に、厳しい雇用環境が続く若年者や障がい者等の状況に留意し、三重労働局等

関係機関との連携を図りつつ、国の「新卒者雇用に関する緊急対策」とも連動した取
組を行う。 
 
２．「経済対策」 
 中小企業等の経営安定化に向けた支援を進めるとともに、需要の拡大や地域雇用

の創出につながる取組への支援を行う。 
 また、国の経済対策等と連動した事業に取り組む。 
 
３．「生活対策」 
  国の対策とも連動しつつ、生活資金、就学、住宅等の生活支援を行うとともに、子
育て支援や福祉の充実など、雇用や地域経済を支える働きやすい環境づくりを進め
る。 
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（新規） 就業のための身体障がい者地域人材育成事業（生活・文化部）  ４４，６３６千円 
 

身体障がい者の雇用状況の改善を図るため、未就職の身体障がい者を対象
に、就業に必要な知識、技術の習得と現場での実地研修を組み合わせた人材
育成事業を実施する。（雇用創出：４０人） 

 
 
 
 

未就職卒業者等支援事業（生活・文化部）               １８０，８１８千円 
 

就職先未定のまま卒業した若者等が早期に就職できるよう、職業人として
必要な基礎的な技術・技能が高められるような研修、技能訓練を行うととも
に、就職面接会の開催や在校生に対する支援を行う。（雇用創出：１００人） 

 
 

 
 

（２）雇用につながる能力開発・就労支援 
 
 

求職者総合支援センター事業（生活・文化部）              ５７，６２５千円 
 

生活・就労支援のための事業を一体的に実施する「求職者総合支援センタ
ー」をハローワーク等と連携して運営する。 

 
 
 
 

中小企業等研究人材育成・雇用支援事業（農水商工部）      １５，３３０千円 
 
未就業の若手研究人材等を、研究開発プロジェクトに参加させるなど実践

的な研修を通じて育成し、就業、雇用に結びつけることで、企業の技術開発
力を向上する。 

 
 
 
 
(一部新)進路希望実現・就労自立支援事業（教育委員会）            １６，２１２千円 
(新規)  障がいのある児童生徒のキャリア教育推進事業（教育委員会）  １４，７９２千円 
 

特別支援学校の生徒一人ひとりの可能性を引き出し、進路希望を実現する
ため、実習や職場体験学習等のキャリア教育を充実するとともに、新たな就
労先の開拓を図る。 
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キャリア教育バージョンアップ事業（教育委員会）            ３８，９２９千円 
 

引き続き雇用状況が厳しいなか、高校生に対して面接指導やキャリアカウ
ンセリングなどの就職支援を行うとともに、求人開拓や職場定着の指導を行
う。 

また、児童生徒が望ましい勤労観・職業観や主体的に進路を選択する能力
を身につけられるよう系統的なキャリア教育を推進する。 

 
 
 
 
 

 
 
（１）中小企業等への緊急的な経営支援 
 
 

中小企業金融対策事業（農水商工部）                  ７３０，４５０千円 
                （緊急雇用・経済対策による融資枠拡大分） 
 
厳しい経営環境にある中小企業への金融支援として、金融機関の協力を得

て、信用保証制度を取り入れながら、円滑な資金供給を行う。 
 
 
 
 

中小企業経営改善・リフレッシュ支援事業（農水商工部）       １０，０７７千円 
 

商工団体を通じ、厳しい経営環境にある事業者の経営安定化のため、緊急
の専門相談や出前相談会を実施することにより、中小企業の経営改善を支援
する。 

 
 
 
 
 
（２）経済成長・雇用創出への布石づくり 
 
 
（新規） 林建連携木質バイオマス利用促進事業（環境森林部）         ９，５１０千円 

 
林業と建設業の連携により、林業作業の担い手を育成・確保しつつ、木質

バイオマスの供給体制を早急に構築するため、林地残材の収集・運搬に関す
るトライアル事業を林業への参入を希望する建設事業者を対象に実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 経済対策 
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中小企業販路開拓支援事業（農水商工部）                １２，１２１千円 
 

中小企業の販路拡大を図るため、新たな販路開拓のための戦略づくりや、
国内展示会・見本市等への出展を支援するとともに、海外販路開拓のための
取組を支援する。 

 
 
 
 

観光需要創出キャンペーン事業（農水商工部）              ７，６００千円 
 

景気低迷の中、本県への誘客を図るため、宿泊につながる旅行商品を造成
し、本県への観光需要を創出することにより、県内への誘客を促進する。 

 
 
 
 

地産地消の絆と地域内流通支援事業（農水商工部）         ２８，３００千円 
 

地域の需要に対応した多品目適量産地の育成と流通のしくみづくりや、生
産から流通まで一体となった障がい者雇用、生物多様性確保などの社会貢献
商品の需要拡大を通じ、社会貢献型の農業生産の拡大を図る。 

 
 
 
 
（新規） 新たな農業政策対応設備投資・人材育成促進事業（農水商工部）１８，０００千円 
 

麦、大豆、新規需要米等の戦略的作物の生産拡大や品質向上のための設備
投資を支援することにより、水田農業現場におけるトライアル雇用の促進や
受入体制の構築などを図る。 

 
 
 
 

緊急経済対策設備投資促進事業（農水商工部）           １５０，０００千円 
 

景気の本格的な回復を見通して、新たな需要動向への対応や、新分野にチ
ャレンジする企業の中小規模の設備投資を支援することにより、地域経済の
活性化と新規雇用の確保などを図る。 

 
 
 
 

（新規） 生産プロセス等改善支援事業（農水商工部）               ６０，５５３千円 
 

中小企業等の省エネや生産プロセスの改善に資する設備投資の導入を支援
することにより、地域経済の活性化と新規雇用の確保などを図る。 
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地域資源活用型産業活性化支援事業（農水商工部）         ３０，６１５千円 
 

現下の厳しい経済情勢のなかにあっても、市場の拡大などに意欲的に取り
組む地域資源を活用した中小企業の事業活動に対して、雇用を伴う機器整備
等の設備投資に支援を行い、地域経済の活性化と新規雇用の確保などを図る。 

 
 
 
 
（３）国の対策と連動した事業の推進 
 
 

地域活性化交付金（きめ細かな交付金）活用事業         ６０７，６８９千円 
（平成２２年度２月補正計上） 
 

地域活性化交付金（きめ細かな交付金）を活用し、交通安全施設等の整備、
公共施設・公用施設の修繕等きめ細かなインフラ整備を実施する。 

 
 
 
 

特別支援学校施設建築事業（教育委員会）              ８９１，６５０千円 
（平成２２年度２月補正計上） 
 

桑名員弁地域における特別支援学校の開校に向けた整備を行うとともに、
杉の子特別支援学校石薬師分校の施設整備を進める。 

 
 
 
 

 

 
 

（１）緊急的な生活支援 
 
 

住宅手当緊急特別措置事業（健康福祉部）               １６７，１１５千円 
 

離職者が就職活動を安心して行うことができるよう、住居を喪失した方や
住居を喪失するおそれのある方を対象に、住宅手当を給付する。 

 
 
 
 

生活福祉資金貸付事業補助金（健康福祉部）              ４６，９７９千円 
 

生活福祉資金貸付事業において、相談支援及び申請窓口となる市町社会福
祉協議会の相談体制の充実を図るため、県社会福祉協議会に対して相談員設
置経費を助成する。 

 
 
 

３ 生活対策 
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 (一部新)地域自殺対策緊急強化事業（健康福祉部）              １０１，１２４千円 
 

「三重県自殺対策行動計画」に基づき、自殺や精神疾患に対する正しい知
識の普及啓発や相談、人材育成などを実施するとともに、これらの自殺対策
の核となる「自殺予防情報センター」を設置し、県民との協働による自殺予
防の相談の仕組みづくりを行う。 

 
 
 
 
（新規） 地域活性化交付金（住民生活に光をそそぐ交付金）活用事業  ３６８，０５１千円 

（平成２２年度２月補正計上） 
 

地域活性化交付金（住民生活に光をそそぐ交付金）を活用し、地方消費者
行政、ＤＶ対策・自殺予防等の弱者対策・自立支援などに取り組む。 

 
 
 
 

（２）雇用やくらしを支える環境づくり 
 
 
(一部新)介護基盤緊急整備等特別対策事業（健康福祉部）        ３，１０９，０７４千円 
 

「介護基盤緊急整備等臨時特例基金」を活用し、地域密着型特別養護老人
ホーム等の地域介護拠点等の整備を促進するとともに、既存施設のスプリン
クラー整備等に対し支援する。 

 
 
 
 

障がい者施設耐震化等整備事業（健康福祉部）            ４７３，９０５千円 
 

「社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金」を活用し、社会福祉法人が実施
する障がい者関連施設の耐震化を支援する。 

 
 
 
 

医療施設耐震化整備事業（健康福祉部）              １，２４５，９２０千円 
 

「医療施設耐震化臨時特例基金」を活用し、災害拠点病院及び二次救急医
療機関が実施する耐震化整備に対し支援する。 
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 (一部新)保育専門研修・人材確保事業（健康福祉部）              １４，７００千円 
 

児童虐待、発達障がい等多様な課題に対応できる保育士を育成するため、
専門性を高める研修体系の充実を図るとともに、潜在保育士の現場復帰支援
など保育人材の確保に取り組む。 

 
 
 
 

一人親家庭自立支援事業（健康福祉部）                １３１，５８９千円 
 

母子家庭の自立支援に向け、母親が経済的な自立に効果的な看護師等の資
格取得に専念できるよう生活費を支給する。 

 
 
 
 

安心こども基金保育基盤整備事業（健康福祉部）          ７３９，２５９千円 
 

「安心こども基金」を活用し、保育ニーズの増加に対応した保育所の新設
・増設や、児童の安全確保のための耐震化整備等について、市町の取組を支
援する。 
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◆安心を支える雇用・就業環境づくりと元気な産業づくり 
 
 

〈 産業競争力の強化 〉 
 

高度部材に係る研究開発促進事業（農水商工部）           ８４，８１９千円 

 
高度部材イノベーションセンターを活用し、川上産業と川下産業の連携、

大企業と中小企業の連携、多様な人材の交流を進め、産学官による研究開発
や中小企業の技術開発への支援を行うとともに、産業技術人材の育成に取り
組む。 

 
 
 
 

〈 農商工連携等の推進 〉 
 

農商工連携推進ネットワーク事業（農水商工部）             ５，４６２千円 
 
農商工連携など地域密着型の産業を推進するため、中小企業者、農林漁業

者、関係団体、市町等が参加するネットワーク組織を構築するとともに、関
係事業者の交流や情報共有を図る。 

 
 
 
 

〈 林業の再生 〉 
 

がんばる三重の林業推進事業（環境森林部）              ８０，０００千円 
 
団地化した森林において、施業の集約化や路網整備などと間伐作業を一体

的に実施することにより、木材生産の低コスト化を進めるとともに、流通の
効率化に取り組むことにより、安定的な生産供給体制の構築を進める。 

 
 
 
 

◆安全なくらしの確保と安心できる生活環境の創造 
 
 

〈 防災体制の充実・強化 〉 
 

防災行政無線整備事業（防災危機管理部）          １，３６５，７１０千円 
 

現行の衛星系防災行政無線は、設置後１５年以上経過し、経年劣化による
故障が頻発していることから、次世代型の衛星系防災行政無線に更新する。 
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広域防災拠点施設整備事業（防災危機管理部）             ２３３，００１千円 
 

大規模地震発生時などに迅速かつ的確に対応するため、中勢、東紀州（紀
北・紀南）、伊勢志摩に続く広域防災拠点施設として、伊賀広域防災拠点施
設を整備する。 

 
 
 
 

〈 安全・安心まちづくりの推進 〉 
 

交番・駐在所等の充実強化事業（警察本部）              ２９０，４２２千円 
 

地域の生活安全センターである交番・駐在所等の充実強化を図るため、相
談室をはじめ、地域住民が利用しやすい施設に整備するとともに、全ての交
番に交番相談員を配置し、地域住民の多様なニーズに応える。 

 
 
 
 

〈 児童虐待防止に向けた取組 〉 
 
（一部新）児童相談所等組織力強化事業（健康福祉部）              ５４，６６９千円 

 
児童相談所の組織力強化を図るため、研修体系を見直し、職務内容や経験

に応じた各種研修を実施するほか、児童虐待に対応する嘱託員を新たに配置
するなど相談体制を充実・強化する。 

 
 
 
 
（一部新）市町相談体制強化促進事業（健康福祉部）               ２９，３０７千円 

 
地域における相談体制の一層の強化を図るため、市町への支援方策検討の

ための調査・研究を実施するとともに、市町の児童相談担当職員の研修や市
町要保護児童対策地域協議会へ専門家を派遣する。 

 
 
 
 
（一部新）家族再生・児童自立支援事業（健康福祉部）             ２７２，３３９千円 

 
被虐待児童の家族再統合をめざす家族再生プログラム、学童期からの学習

支援、里親委託など児童の自立促進を支援するとともに、社会福祉法人が実
施する児童養護施設整備に対し支援する。 
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〈 地域医療体制整備の促進 〉 

 
（一部新）医師確保対策事業（健康福祉部）                     ７４８，７４５千円 

 
県内の医師不足・偏在の解消に向けて、研修医など若手医師の育成・確保

を図る。また、医師確保対策チームの活動により全国各地からの医師の招へ
いに取り組むとともに、病院勤務医の負担軽減対策、医師不足地域の医療機
関に対する診療支援など、地域医療の確保に向けた緊急対策に取り組む。 

 
 
 
 
(一部新)救急医療体制再整備・医療情報提供充実事業（健康福祉部）  ４６０，２０２千円 
 

救急医療体制を強化するため、救急医療情報システムをより利用しやすい
システムに改良するとともに、救急搬送・受入が円滑に行われるよう受入先
となる救急医療機関に対し支援する。 

また、県内全域を対象とした県独自のドクターヘリについて、基地病院や
市町等と連携し、平成２３年度中に運航を開始する。 

 
 
 
 

県立病院改革推進事業（健康福祉部・病院事業庁）          ３４２，７５６千円 
 

「県立病院改革に関する基本方針」に基づき、各病院が県民に良質で満足
度が高い医療を安定的、継続的に提供できるよう引き続き、改革を推進する。 

 
 
 
 

〈 緊急治山対策 〉 
 

(新規) ＪＲ名松線関連緊急治山事業（環境森林部）              １９０，０００千円 
 

平成２１年の台風１８号により被災したＪＲ名松線（家城・伊勢奥津間）
の鉄道による運行再開に向けて、安全確保の視点から治山の予防工事を実施
する。 
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◆ 地方譲与税は、地方法人特別譲与税が企業の業績回復により増となるため、対前年度

１８．８％増の２６０億円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆ 地方交付税は、対前年度５．２％増の１，３６８億円 
 
   臨時財政対策債は、対前年度１５．０％減の６３３億円 
 
   合計では、対前年度２．２％減の２，００１億円 
 
 
 
 
 
◆ 県債は、対前年度２４．８％減の１，１０４億円 

 
  減の要因は、臨時財政対策債の減（１１２億円）、公共事業の減（１５３億円） 
 
 
 
 
 
 
◆  義務的経費は、対前年度１．３％増の４，１１１億円 

 
◆   人件費は、総人件費抑制の取組や退職手当の減により対前年度７７億円、３．３％減の 

２，２８６億円 
 
◆   公債費は、対前年度６．２％増の１，０２６億円 
 
◆   社会保障関係経費は、対前年度９．４％増の８００億円 
 
 
 
 
 

 
 地方交付税は、対前年度６８億円、５．２％の増、 
臨時財政対策債を加えると、対前年度４４億円、２．２％の減 

 

 
 県債は、対前年度３６５億円、２４．８％の減 
  

 
 義務的経費は、対前年度５２億円、１．３％の増 

 
 地方譲与税は、対前年度４１億円、１８．８％の増 
 

地方法人特別税とは 
 
平成２０年の税制改正により、地域間の税源偏在の是正に対応するため、消費税を

含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を
分離し、新たに地方法人特別税及び地方法人特別譲与税が創設された。 
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◆ 投資的経費は、対前年度２１．７％減の８５９億円 

 
投資的経費のうち公共事業については、「骨格的予算」として継続事業を中心に当面の

執行が円滑に行われるよう、平成２２年度当初予算額の７０％程度を機械的に計上 
 
 

 
 
 
 
◆  財政調整のための基金は、平成２３年度の肉付け予算及び追加の財政需要など不測の

事態に備えるために必要な額（６９億円）を確保し、９１億円を活用する。 
 
◆ その他特定目的基金についても可能な限り活用する。 
 
◆  合わせて、４２５億円の基金を活用する。（H２２当初予算 ４００億円） 
 
◆  退職手当債は、４０億円を活用する。（H２２当初予算 １００億円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆ 厳しい財政状況のもと、限られた経営資源の中で、財政健全化に向けた取組を一層進め

る。 
 
 ○ 総人件費の抑制 
 

・ 平成１７年度から実施している知事をはじめとする特別職等の給料月額の減額
（知事・副知事：５％、教育長等：２％）と、管理職員の管理職手当の減額（次長
級以上：５％、その他：３％）を平成２３年度においても引き続き実施 

 
 
 ・ 職員定数の重点的・効率的な配置 
 
 
 
 

 
 投資的経費は、対前年度２３９億円、２１．７％の減 

 
 財源不足に対しては、基金や退職手当債の活用により対応 
 

 
財政健全化に向けた取組 

 


